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附則 

前文 

羽生市は、関東平野の中央に位置し、雄大な利根川と田園の広がる水と緑に

恵まれた自然豊かなまちです。私たちは、幾多の先人の英知と汗を結集し、伝

統を活かしながら新しい産業や文化を取り入れ、人と人とのつながりを大切に

したまちづくりを進めてきました。 

私たちは、この羽生の豊かな自然環境、独自の文化・伝統、そして培ってき

た市民の誇りを次世代に引き継ぐとともに、市民一人ひとりがそれぞれの人格

に配慮し、相互に高めあい、認めあいながら、子どもから高齢者までが安心で

きる、暮らしやすい地域社会を築き上げていかなければなりません。 



 

 

そのために私たちは、地域社会の主体であることを自覚し、自らの手で私た

ちのまちを創り上げていくという強い信念を持ち、信託した市政が私たちの意

思を反映して行われるよう、その運営に率先して参画し、互いに協働し、時代

に適合したまちづくりに取り組む必要があります。 

私たちは、羽生市民として誇りを持ち、公正・公平で一人ひとりの人権が尊

重される「誰もが幸せを感じる、住み続けたいまち」の創造を目指します。 

私たち羽生市民は、市民自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び市が

まちづくりの担い手であることを自覚するとともに、それぞれの役割及び責務

を明確にし、市民がまちづくりの主役となることを実現するためこの条例を制

定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、羽生市における市民自治の基本理念を明らかにするとと

もに、市民の権利及び責務、議会及び市の役割及び責務並びに参画及び協働

の仕組みに関する基本事項を定めることにより、市民、議会及び市が相互に

理解し、協力し明るく豊かで活力に満ちたまちを実現することを目的とする。 

（この条例の位置付け） 

第２条 この条例は、羽生市におけるまちづくりの最高規範とする。 

２ 議会及び市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに施策の実施

に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。 

（用語の定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 市民 市の区域内に住所を有する者はもちろんのこと、市内に居住

し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業を営み、又は活動する

ものをいう。 

（２） 市民自治 市民が主体的にあらゆる課題の解決に向けてともに考え

行動することをいう。 



 

 

（３） 参画 市の政策立案、実施、評価等の各段階に市民が主体的に参加

し、市政の意思決定にかかわることをいう。 

（４） 協働 市民、議会及び市が、それぞれの果たすべき役割及び責務の

もと、自主性を尊重し、協力してまちづくりを進めることをいう。 

（５） まちづくり 市民が幸せに安心して暮らせるまちをつくるためのす

べての活動及び事業をいう。 

（６） コミュニティ 地域社会をより良くするため、多様な活動への参加

を行うことを目的として結ばれたものをいう。 

（７） 市 市長を代表とする羽生市のすべての執行機関をいう。 

第２章 まちづくりの基本原則 

（市民自治の原則） 

第４条 市民は、それぞれの人格に配慮し、相互に高めあい、認めあいながら、

市民がまちづくりの主体として、互いの人権と自主性を尊重した個性豊かで

活力のあるまちづくりを進めることを原則とする。 

（情報共有の原則） 

第５条 市民は、市政に関する必要な情報の提供を受け、自ら請求し取得する

権利を有するとともに、市民、議会及び市は、市政に関する情報を共有する

ことを原則とする。 

（参画の原則） 

第６条 市民は、まちづくりに関するそれぞれの過程において、自主的に参画

する権利を有することを原則とする。 

（協働の原則） 

第７条 市民、議会及び市は、それぞれの知恵と力を出し合い、互いの存在を

尊重しながら、役割及び責務を分担し協働することを原則とする。 

（地域尊重の原則） 

第８条 市民、議会及び市は、地域の文化、歴史、伝統等の特徴を活かしなが

ら、住みやすく暮らしやすい地域社会を実現するために、地域の特性を尊重

するとともに、市はその支援を行うことを原則とする。 



 

 

（文化芸術振興の原則） 

第８条の２ 市民、議会及び市は、前条に規定する基本原則を尊重し、文化芸

術の保全、保護及び振興に努めるものとする。 

（人権尊重の原則） 

第９条 市民、議会及び市は、性別、年齢、国籍及びそれぞれの人格に配慮し、

公正・公平で、かつ、互いの人権を尊重することを原則とする。 

（環境保全の原則） 

第１０条 市民、議会及び市は、自然環境を守るため環境への影響を優先的に

配慮し、温室効果ガス削減を積極的に行うなど、環境への負荷の少ない循環

型社会を基調としたまちづくりの推進に努めることを原則とする。 

（子どもの健全育成の原則） 

第１１条 市民、議会及び市は、次世代を担う子どもたちの健全な育成に努め

ることを原則とする。 

第３章 市民の権利及び責務 

（市民の権利） 

第１２条 市民は、個人として尊重され、自らの生命・健康、自由及び幸福追

求に対する権利を有するとともに、自治運営の主権者として、次に掲げる権

利を保障される。 

（１） 行政運営及び執行に関する情報を知ること。 

（２） まちづくりに関する政策の形成、執行及び評価の各過程に参画する

こと並びにその過程において意見を表明又は提案をすること。 

（３） 行政サービスの提供を等しく受けること。 

（４） 市の保有する自己に関する情報について、保護及び修正を求めるこ

と。 

（市民の責務） 

第１３条 市民は、法令等を遵守し、主体的にまちづくりに参加することによ

り、健全で豊かな地域社会の形成に努めるものとする。 

２ 市民は、まちづくりにおいて、自らの発言や行動に責任を持つものとする。 



 

 

３ 市民は、別に条例の定めるところにより、行政サービスに伴う適正な負担

をするものとする。 

４ 市民は、自助及び共助の実行者として自分自身を守り、相互に助け合うこ

とによって、常に防災及び減災に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第１４条 事業者は、前２条に規定する権利及び責務を有するほか、地域社会

を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図るとと

もに、公益的な活動に協力・参加し健全な事業活動に努めなければならない。 

第４章 議会の権限及び責務 

（議会の権限及び責務） 

第１５条 議会は、直接選挙により市民の信託を受けた議員によって構成され

る羽生市の議決機関であり、市政運営を監視し、けん制し、及び調査する権

限を有する。 

２ 議会は、法令等に定める権限を行使するとともに、政策立案機能を強化し

市民自治の推進に努めるものとする。 

（開かれた議会） 

第１６条 議会は、議会活動に関する情報及び市政に関する状況を市民にわか

りやすく説明するものとする。 

２ 議会は、会議の公開及び情報の積極的な提供により、市民と情報を共有し、

開かれた議会運営に努めるものとする。 

（議員の責務） 

第１７条 議員は、市民の信託にこたえ、公正・公平かつ誠実に職務を遂行す

るものとする。 

２ 議員は、市民の代表者としての責務を自覚し、常に市民全体の奉仕者とし

て行動するものとする。 

３ 議員は、議会の職務を遂行するため、常に自己研鑽し、市の政策水準の向

上と市政運営の円滑化に努めるものとする。 

４ 議員は、別に議会の定めるところにより、高い倫理規範のもとで行動する



 

 

ものとする。 

第５章 市の責務 

（市長の責務） 

第１８条 市長は、市民の信託にこたえ豊かな市民生活の実現を目指すととも

に、執行機関の最高責任者として公正・公平かつ誠実に職務を遂行し、この

条例の規定に基づいて市政を運営しなければならない。 

２ 市長は、市民の意向を適正に判断し、まちづくりの課題に対し、自らの判

断と責任において必要な施策を的確に選択し、総合的かつ計画的な市政運営

を行わなければならない。 

３ 市長は、市政運営が硬直化することのないよう、効率的で、公正かつ透明

性の高い市政運営を行い、計画的で健全な財政運営に最大の配慮を行うとと

もに、行財政改革に努めなければならない。 

４ 市長は、その職務遂行に当たっては、遅滞なくこれを執行しなければなら

ない。 

５ 市長は、職員の配置及び登用に当たっては適材適所に努めるとともに、職

員を指揮監督し、かつ、人材の育成を図らなければならない。 

６ 市長は、市民の意向等を知るために、諮問機関等を設置することができる。 

７ 市長は、羽生市が出資する法人等の運営内容がその設置の目的等に適合し

ているかについて確認をするため、当該法人等に報告を求めるとともに、必

要に応じて当該法人等に対し適切な指導等を行うものとする。 

（市長を除く執行機関の責務） 

第１９条 市長を除く執行機関は、総合的な計画を策定し、他の基本計画等と

調整を図りながら、総合的かつ計画的な行政運営に努めなければならない。 

２ 市長を除く執行機関の行政運営については、この条例の規定に基づき、市

民の福祉の増進を目的として行うとともに、次に掲げることを原則とする。 

（１） 市政に関する情報については、市民との共有を推進するものとする。 

（２） 情報の公開においては、市民にわかりやすく提供するものとする。 

（３） 市民の個人情報の取り扱いについては、個人の権利利益及びプライ



 

 

バシーが侵害されることのないよう、必要な措置を講じるものとする。 

（４） 市民の自主的な活動を尊重するとともに、市民との協働による施策、

事業等の推進を図るものとする。 

（５） 市民の意思を市政に適切に反映するため、市民の参画を推進するも

のとする。 

（６） 市民からの提案等については、的確かつ迅速な対応を行うものとす

る。 

（７） 総合的かつ柔軟な行政運営に努めるとともに、縦割り行政の弊害を

排除しなければならない。 

（８） 施策及び各種の事務・事業の実施に当たっては、公正かつ透明性を

確保するとともに、効率的かつ総合的に行い、常にその改善に努めるもの

とする。 

（職員の責務） 

第２０条 職員は、全体の奉仕者として市民の負託にこたえることを自覚し、

法令等を遵守して、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、まちづくりの課題等に適切に対応するため、政策立案能力の向上

に努めなければならない。 

３ 職員は、職務における権限と責任を自覚し、自己改革とともに組織改革に

努めなければならない。 

４ 職員は、高い倫理規範意識を持ち市民から信頼されるよう努めなければな

らない。 

５ 職員は、政策や事業等の執行において公正な市政を妨げ、又は市に対する

市民の信頼を損なう行為により、市民全体の利益等公益に反する恐れのある

事実を知った場合、規則等で定める機関に当該事実を通報する責務を有する。

この場合において、当該職員が正当な通報をしたときは、市は当該職員が当

該通報をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。 

第６章 コミュニティ 

（コミュニティ） 



 

 

第２１条 市民は、コミュニティ活動に関心を持って自発的に参加するよう努

めるものとする。 

２ 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、別に規則等の定めると

ころにより、その活動を支援する施策を講ずるものとする。 

３ 市民及び市は、まちづくりにおけるコミュニティの役割を尊重し、これを

守り育てるよう努めなければならない。 

（子どもの健全育成） 

第２２条 コミュニティ、市民及び市は、互いに協力・連携しながら、次世代

を担う子どもたち一人ひとりが、希望に満ちあふれた未来を描くことのでき

るよう、別に規則等の定めるところにより、子どもの健全な育成に取り組ま

なければならない。 

第７章 情報公開及び個人情報の保護 

（情報公開） 

第２３条 市は、開かれた市政の実現のため、別に条例の定めるところにより、

市民の知る権利を保障し、市の保有する情報を積極的に公開及び提供するこ

とにより市民との情報共有に努めなければならない。 

２ 市は、情報の公開においては、市民にわかりやすく提供するよう努めるも

のとする。 

３ 市は、市民にわかりやすく情報を提供するため制度の整備に努めるものと

する。 

（個人情報の保護） 

第２４条 市は、別に条例の定めるところにより、個人情報の取扱いにおいて

個人の権利利益及びプライバシーが侵害されることのないよう、個人情報の

適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、かつ、実施する責務を

有する。 

第８章 参画及び協働 

（参画） 

第２５条 市民は、まちづくりに関する政策の形成、執行及び評価の各過程に



 

 

参画する権利を有する。 

２ 市は、市民の参画を保障するため、その機会の拡充に努めるものとする。 

（協働） 

第２６条 市民、議会及び市は、互いの役割を尊重し、協働してまちづくりを

進めるように努めなければならない。 

２ 市は、前項に規定するまちづくりを進めるに当たり、市民一人ひとりが自

主的に持てる力を出し合うことの出来るよう、協働の場の提供、機会の拡充

等その支援に努めるものとする。 

（審議会等の委員の選任） 

第２７条 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令等に定めのあるも

ののほか、市民からの公募によることを原則とし、男女の比率、年齢等委員

の構成に配慮するとともに、審議会等の設置の目的に応じ識見を有する者を

選任するものとする。 

２ 審議会等の委員の選任等に関し必要な事項は、規則等でこれを定める。 

（意見提出制度） 

第２８条 市は、重要な政策及び条例を定めようとする場合には、当該政策及

び条例並びにこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く市民の意見を求

めなければならない。 

２ 意見提出制度の実施等に関し必要な事項は、規則等でこれを定める。 

（住民投票） 

第２９条 市は、市政に関する重要事項について、市民の意思を確認するため

住民投票を実施することができる。 

２ 市及び議会は、前項の規定により実施された住民投票の結果を尊重しなけ

ればならない。 

３ 住民投票の実施等に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 

第９章 市政運営の原則 

（総合振興計画） 

第３０条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、この条例の趣旨を



 

 

ふまえて基本構想及び基本計画（以下「総合振興計画」という。）を市民参

画のもとで策定しなければならない。 

２ 市は、総合振興計画を効果的かつ着実に実行するため、定期的な進行管理

を行うとともに、新たな行政需要に応じた見直しに努め、必要に応じてその

状況を公表するものとする。 

（健全な財政運営） 

第３１条 市は、中長期的な展望に立ち、財源の確保及び効率的な財政運営を

図ることにより、財政の健全化に努めなければならない。 

２ 市は、市の財産の保有状況を明らかにし、財政状況について市民にわかり

やすく公表しなければならない。 

（組織） 

第３２条 市の組織は、政策を着実に実現するため、地域社会の変化に応じ機

動的に編成しなければならない。 

（行政手続） 

第３３条 市は、市民の権利利益を保護するため、公正な行政手続きの確保に

努めなければならない。 

２ 行政手続に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 

（説明責任） 

第３４条 市は、政策の計画、実施状況及び結果について、市民にわかりやす

く説明する責務を有する。 

（意見及び要望への対応） 

第３５条 市は、市民からの意見及び要望があった場合は、その内容について

速やかに調査し、事実関係を把握したうえで、迅速かつ誠実に対応するとと

もに市民の権利利益を保護するよう努めなければならない。 

２ 市民からの意見及び要望への対応に関し必要な事項は、規則等でこれを定

める。 

（行政評価） 

第３６条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、市民参加による外



 

 

部評価を取り入れた行政評価を実施し、政策の決定、予算の編成及び総合振

興計画の進行管理に反映させるとともに、当該行政評価の実施状況及び結果

について公表しなければならない。 

２ 外部行政評価を含め行政評価の実施手続等に関し必要な事項は、規則等で

これを定める。 

第１０章 危機管理 

第３７条 市は、災害その他の不測の事態に際しては、市民の生命及び財産を

守る責務を有するものとする。 

２ 市は、災害その他の不測の事態に備え、国及び他の自治体と連携を図りな

がら、緊急時の対応と復旧に関する計画等を策定するとともに、その危機管

理体制の整備に努めなければならない。 

第１１章 交流及び連携 

（民間の非営利組織の活用等） 

第３８条 市は、施策及び各種の事務・事業の実施に当たり民間活力の活用を

図っていくものとする。 

２ 市は、民間の非営利組織の育成及び活用の推進を図るよう努めるものとす

る。 

（市外の人々等との交流） 

第３９条 市民は、様々な活動を通じて市外の人々及び団体と広く交流し連携

を深めることにより、知り得た知恵や意見をまちづくりに活用するよう努め

るものとする。 

（広域連携） 

第４０条 市は、近隣自治体との共通の課題解決をはじめ、安全で安心なまち

の実現に向けて、国、他の自治体及び関係団体と積極的に連携を図るものと

する。 

（国際交流） 

第４１条 市は、まちづくりにおいて国際交流の重要性を認識し、他の国並び

に他の国の人々及び団体と交流及び連携を図るよう努めるものとする。 



 

 

２ 市民は、互いの文化や習慣を敬愛し、理解し、及び学び合う多文化共生の

精神を持って、国際交流活動に努めるものとする。 

第１２章 その他 

（この条例の見直し） 

第４２条 市は、この条例の施行後５年を超えない期間ごとに、この条例の施

行状況について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て見直し等の必要な措置を講ずるものとする。 

（羽生市まちづくり自治基本条例委員会） 

第４３条 市は、前条に規定する条例の見直し等を行うときは、羽生市まちづ

くり自治基本条例委員会（以下「委員会」という。）を組織し、条例の見直

し等に関する意見を聴くものとする。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 公募による市民 

（２） 市内で事業を営み、又は活動するものの代表者 

（３） 地方自治に識見を有する者 

（４） 市議会議員 

（５） 市職員 

３ 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則等でこれを定める。 

（他の条例等の整合） 

第４４条 市は、既存の条例、規則等に関し、この条例との整合性を図るため

必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日条例第１０号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


